
 四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

  令和２年３月２５日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第２７号 

   四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例 

 四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１年四日市市

条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （報酬）  （報酬） 

第１２条 団員には、次により報酬を支給

する。 

第１２条 団員には、次により報酬を支給

する。 

基本団員 

団長 年額 ８２，５００円 

 

団長 年額 ７９，７００円 

副団長 年額 ６９，０００円 副団長 年額 ６２，６００円 

分団長 年額 ５０，５００円 分団長 年額 ４３，２００円 

副分団長 年額 ４５，５００円 副分団長 年額 ３８，０００円 

部長及び班長 年額 ３７，０００

円 

その他の基本団員 年額 ２８，５０

０円 

団員 年額 ３６，５００円 

機能別団員  

部長・班長 年額 １８，５００円 

団員 年額 １８，３００円 

機能別団員 年額 ９，５００円 

２及び３ （略）  ２及び３ （略） 

 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（消防本部消防救急課） 

 


